
(目的)
第1条 この条例は、国見町（以下「町」という。）の中小企
業及び小規模企業（以下「中小企業等」という。）の果たす
役割の重要性に鑑み、町の中小企業等の振興に関し、基本と
なる事項を定めるとともに、町の責務、中小企業等の努力等
を明らかにすることにより、中小企業等の振興に関する施策
を地域が一体となって推進し、地域経済の安定と町民生活の
向上に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法（昭和38 年法律第154号。
以下「基本法」という。）第２条第１項に規定する中小企
業であって、町内に事務所又は事業所（以下「事務所等」
という。）を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 基本法第２条第５項に規定する小規模企
業者であって、町内に事務所等を有するものをいう。

(3) 商工会 商工会法（昭和35 年法律第89号）に規定する
商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。

(4) 教育機関 学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規
定する町内の幼稚園、小学校及び中学校をいう。

(5) 高校・大学 学校教育法第1条に規定する高等学校及び大
学をいう。

(6) 金融機関 銀行、信用金庫、その他の金融業を行う者及
び信用保証協会を言う。

(基本理念)
第3条 中小企業等の振興は、中小企業等が多様な分野で特色あ
る経済活動を行い、地域の産業及び経済の基盤を形成し、雇
用の場を確保する等、町民生活の向上や地域振興の重要な担
い手であることに鑑み、次に掲げる事項を基本理念として推
進するものとする。
(1) 中小企業者及び小規模企業者（以下「中小企業者等」と
いう。）の自主的な努力と創意工夫を基本とし、活力ある
成長と発展が図られ、そして持続されること。

(2) 町の基幹産業は農業であることから、地域資源を活用し
た産業の振興、農業を基盤とした新産業の創出等により、
地域循環が促進されること。

(3) 町の未来を担う子どもたちが町に愛着や誇りが持てるよ
うに、中小企業等の役割やそこで働く人々の姿について語
りつなげること。

(4) 中小企業等、国、県、町、商工会、教育機関、高校・大
学及び金融機関等の関係機関が相互に連携及び協力するこ
と、並びに町民及びその他の全ての関係者が協力すること。

(5) 度重なる災害による被害及び影響を克服するための不断
の取組を推進すること。

(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念により、中小企業等の振興に関す
る施策を策定し、実施する責務を有する。
2 町は、前項に規定する施策の策定に当たっては、次に掲げ
る基本方針により講ずるよう努めるものとする。
(1) 中小企業者等の経営基盤の強化及び経営の革新を促進し
持続すること。

(2) 中小企業者等の販路の開拓及び新分野への進出を促進し
持続すること。

(3) 中小企業者等の経営資源の確保及び人材の育成を図るこ
と。

(4) 中小企業等の創業の促進、事業の承継及び企業間の連携
を図ること。

3 町は、第1項に規定する施策の策定及び実施に当たっては、
中小企業者等の実態の把握に努めるとともに、経済的又は社
会的環境の変化による影響が特に大きい小規模企業者の活力
ある成長と発展及び持続を確保するため、小規模企業者が着
実かつ円滑に経営できるよう必要な配慮に努めるものとする。
4 町は、第１項に規定する施策の策定及び実施に当たっては、
国、県、商工会、教育機関、高校・大学及び金融機関等の関
係機関と相互に連携及び協力すること、並びに町民及びその
他の全ての関係者の協力を促進するよう努めるものとする。
5 町は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、
予算の適正な執行及び透明かつ公正な競争の確保に留意しつ
つ、中小企業者等の受注の機会を確保するよう努めるものと
する。

(中小企業者等の努力)
第5条 中小企業者等は、第3条の基本理念により、主体的に経営基
盤の強化や生産性の向上及び創意工夫による経営の革新、持続に
努めるものとする。
2 中小企業者等は、前項に規定する経営基盤の強化や生産性の
向上及び創意工夫による経営の革新、持続を図るに当たっては、
商工会の活用、他の事業者との交流及び連携等必要な取組を行う
よう努めるものとする。
3 中小企業者等は、雇用の安定、従業員の福利厚生の充実及び
従業員の仕事と生活の調和に努めるものとする。
4 中小企業者等は、地域社会を構成する一員としての社会的責
任を自覚し、地域社会との調和を図り、住みよい地域社会の実現
に貢献するよう努めるものとする。

(商工会の役割)
第6条 商工会は、第3条の基本理念により、中小企業等の経営基盤
の強化や生産性の向上及び革新、持続等に積極的に取り組むとと
もに、町が行う中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努
めるものとする。

(教育機関及び高校・大学の役割)
第7条 教育機関は、第3条の基本理念により、職場見学、職場体験
及び職業に関する理解を深める学習等を通じて、健全な職業観、
経営観及び勤労観の醸成、郷土愛を育むこと、並びに町が行う中
小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 高校・大学は、第3条の基本理念により、町が行う中小企業等
の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(金融機関の役割)
第8条 金融機関は、第3条の基本理念により、中小企業等が経営基
盤の強化や生産性の向上並びに経営の革新に取り組むことができ
るよう、中小企業等の資金需要に適切に対応するほか、経営相談
等の支援に努めるとともに、町が行う中小企業等の振興に関する
施策に協力するよう努めるものとする。

(町民の理解と協力)
第9条 町民は、第3条の基本理念により、中小企業等が町民生活の
向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業
等の活力ある成長と発展、そして持続が図られるよう協力するも
のとする。

(意見等の聴取等)
第10条 町は、町が行う中小企業等の振興に関する施策を効果的に
実施するため、国、県、商工会、教育機関、高校・大学及び金融
機関等の関係機関との情報共有体制を構築し、定期的に中小企業
者等、町民及びその他関係者から意見又は提案を聴取し、施策に
反映させるものとする。なお、町は実施する施策について、定期
的に検証し、見直すよう努めるものとする。

(財政上の措置)
第11条 町は、中小企業等の振興に関する施策を推進するため、必
要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に
定めるものとする。

附 則
(施行期日)

1 この条例は、令和５年４月１日から施行する。
(見直し規定)

2 この条例の規定については、社会的・経済的な環境の変化及
びこの条例に基づく施策の実施状況を勘案して、必要があると認
められるときは、国、県、商工会、教育機関、高校・大学及び金
融機関等の関係機関と連携して検討を加え、その結果に基づいて
必要な措置を講ずるものとする。
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１．中小企業・小規模企業振興条例とは
この条例は、中小企業・小規模企業振興の基本となる事項を定め

て、地域が一体となって、中小企業・小規模企業の多様な活力ある
成長と発展、そして持続を図ることを推進し、地域経済の安定と町
民生活の向上に寄与することを目的として制定する理念条例です。 【１点目】情報連絡会を設置。経営基盤の強化や販路の開拓・新分

野への進出等、支援を希望する事業者を中心に、情報連絡会が連携
して、事業者へのきめ細やかな支援に取り組みます。

国見町中小企業・小規模企業振興条例が制定された
ことにより、次の２点に取り組みます。

【2点目】円卓会議を設置。より魅力的な事業者になるための様々
な課題・悩みの解決や、活力ある地域経済の推進のため、話し合
いの場を設けます。

町内の事業者や農業を営む人、働く人、町（役場）、
商工会、金融機関、教育機関及び町民など全ての関係者
が対等の立場で、自由に話し合う意見交換の場（円卓会
議）を設置します。

円卓会議では、上記の情報連絡会の支援を希望する事
業者の様々な課題・悩み（売上・販路の拡大、コストの
削減、従業員の確保・育成、事業の承継など）の解決や、
活力ある地域経済（創業や異業種の連携、買い物弱者の
支援、空き店舗の解消、各地区の賑わい創出など）の推
進のために幅広く意見を交換します。

これまでの事業所支援 条例制定後の事業所支援

町(役場)や商工会、金融機関がそ

れぞれ、事業者や創業したい人の
様々な悩み（売上・販路の拡大、資
金繰り・設備投資、コストの削減、
従業員の確保・育成、事業の承継な
ど）の相談を受け、それぞれ個別に
補助金や税制、金融、給付金・一時
金の申請サポート支援をしています。

これまでの個別支援（補助金申請や資金繰り）に加え
て、町(役場)や商工会、金融機関、教育機関がメンバー

の情報連絡会を定期に開催し、支援を希望する事業者や
創業したい人の様々な課題・悩みを共有し、国や県の協
力も得ながら、その解決のために連携した伴走支援に取
り組みます。

これまでの話し合いの場 条例制定後の話し合いの場

町内の事業者各々が、経営安定
等の支援や地域経済の活性化のた
めに、個別に考え、各々の努力だ
けで解決に取り組む、又は役場が
設置する様々な付属機関の委員と
して、意見・提案に取り組んでい
ます。※話し合いの場が無い。

情報連絡会（定期開催） 情報連絡会による連携したきめ
細やかな伴走支援

※円卓会議は役場の付属機関では
ありません。また、会議への参加
は強制ではなく自由です。

【中小企業者・小規模企業者とは】

業種分類 中小企業基本法の定義

製造業その他
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

卸売業
資本金の額または出資の総額が１億円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

小売業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

サービス業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

製造業その他 常時使用する従業員の数が20人以下

商業・サービス業 常時使用する従業員の数が5人以下

※下表中「商業」とは、卸売業・小売業を指します。

様々な悩み

個別に支援

小
規
模

企
業
者

中小企業者

２．なぜ、この条例が必要か
国見町の企業の大半は中小企業・小規模企業です。中小企業・小

規模企業は、これまで経済活動により町に賑わいや雇用を創出し、
また、時には経済活動に優先して、商工会の地域振興事業や町内会、
PTA、消防団、祭礼など、多くの様々な地域振興に積極的に取り組
み、まちづくりの担い手としても、町民の生活を支え、その向上に
貢献してきました。

全国的に頻発する大規模な自然災害や新型感染症の蔓延、急速な
少子高齢化に伴う労働力・後継者の不足、人口減少に伴う消費の縮
小など、地域社会・地域経済を取り巻く環境が大きく変化する中で、
経済のグローバル化による消費動向の変化やデジタル技術の革新に
伴う産業構造の変化により、中小企業・小規模企業の経営環境は極
めて厳しい局面にあります。加えて、福島県は、2011年に発生した
東日本大震災と福島原発事故により、依然として経済活動に深刻で
重大な影響がもたらされています。
このような中でも、中小企業・小規模企業は、笑顔と元気で地域

経済の安定と町民生活の向上のために、日々貢献されています。

今後も町の中小企業・小規模企業の自主的な努力や創意工夫を基
本とし、町や商工会、金融機関、教育機関及び町民など全ての関係
者が互いを理解し合い、連携し、中小企業・小規模企業の多様な活
力ある成長と発展、そして持続が図られるよう、一体的に取り組む
ためにこの条例は制定されました。

小規模企業者

区 分


